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認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
火
災
に
よ
り
五
名
が
死
亡
、
五
名
が
負
傷
し
た
事
故

に
関
し
、
同
事
業
所
運
営
会
社
代
表
取
締
役
に
つ
い
て
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め

た
事
例
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
⽛
ベ
ル
ハ
ウ
ス
東
山
手
⽜
火
災
事
件
判
決
）

長
崎
地
裁
平
成
三
〇
年
二
月
一
日
判
決

（
平
成
二
八
年
（
わ
）
第
二
五
四
号
：
業
務
上
過
失
致
死
傷
被
告
事
件
）

（
判
例
集
未
登
載
）

神

元

隆

賢

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
以
下
⽛
本
件

施
設
⽜）
の
事
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
、
経
営
、

管
理
等
の
業
務
全
般
を
統
括
す
る
と
と
も
に
、消
防
用
設
備
等
を
設
置
、

維
持
す
る
な
ど
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
。

本
件
施
設
は
傾
斜
地
に
建
て
ら
れ
た
四
階
建
て
の
建
物
で
（
1
）、
道
路
に

面
し
た
玄
関
は
二
階
部
分
に
あ
り
、
各
階
の
移
動
に
は
階
段
を
使
う
必

要
が
あ
る
構
造
と
な
っ
て
い
た
。
本
件
施
設
に
は
自
力
歩
行
の
で
き
な

い
者
を
含
む
要
介
護
認
定
を
受
け
た
認
知
症
の
高
齢
者
が
多
数
入
居
し
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て
い
た
反
面
、
本
件
施
設
で
は
入
居
者
の
介
護
に
従
事
す
る
介
護
職
員

が
一
名
の
み
で
あ
る
時
間
帯
が
あ
っ
た
。
本
件
施
設
に
は
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

平
成
二
五
年
二
月
八
日
午
後
七
時
二
〇
分
頃
、
本
件
施
設
二
階
に
あ

る
入
居
者
Ａ
（
当
時
七
八
歳
）
の
居
室
か
ら
出
火
（
2
）、
本
件
施
設
内
に
燃

え
広
が
り
、
そ
の
結
果
、
入
居
者
五
名
（
当
時
七
七
歳
～
九
〇
歳
）
が

死
亡
、
Ａ
ら
を
含
む
五
名
（
当
時
五
六
歳
～
一
〇
一
歳
）
が
負
傷
し
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
い
て
、業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
成
否
が
争
わ
れ
、

弁
護
人
は
、
①
被
告
人
が
本
件
施
設
に
は
消
防
法
令
上
の
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
置
義
務
は
な
い
も
の
と
誤
解
し
て
い
た
こ
と
、
②
本
件
施
設
に

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
を
設
置
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
聞
い
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
被
告
人
が
本
件
施
設
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
を
設
置
す
る

期
待
可
能
性
は
低
か
っ
た
、
近
隣
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
比
較
し
て
も

本
件
施
設
の
夜
間
勤
務
の
職
員
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
が
本
件
施
設
の
夜
間
勤
務
の
職
員
を
増
員
す
る

期
待
可
能
性
が
低
か
っ
た
、
夜
間
勤
務
の
職
員
Ｂ
が
適
切
な
初
期
消
火

を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
結
果
発
生
に
一
定
程
度
寄
与
し
て
い
た
な
ど

と
主
張
し
た
。

【
判
旨
】

有
罪
（
禁
錮
二
年
執
行
猶
予
四
年
）。

被
告
人
の
過
失
に
つ
い
て
は
、⽛
本
件
施
設
は
、
施
設
内
か
ら
の
出
入

口
は
二
階
に
し
か
な
く
、
か
つ
、
他
の
階
へ
の
移
動
手
段
は
階
段
だ
け

で
、
二
階
以
外
か
ら
施
設
外
に
出
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
構
造
で
あ

る
し
、
本
件
施
設
に
は
自
立
歩
行
が
困
難
な
者
を
含
む
認
知
症
の
高
齢

者
が
多
数
居
住
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夜
間
に
は
入
居
者
の
介

護
に
従
事
す
る
施
設
職
員
が
一
名
の
み
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
一
た
び
火
災
が
発
生
す
れ
ば
、
施
設
職
員
が
す
べ
て
の
居
住
者
を

施
設
外
に
避
難
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
く
、
居
住
者
が
火
災
か
ら
逃
げ
遅

れ
、
そ
の
生
命
を
奪
う
結
果
が
生
じ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
本
件
施
設
に
は
そ
の
よ
う
な
危
険
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

被
告
人
は
、
本
件
施
設
内
で
火
災
が
起
こ
る
こ
と
は
な
い
な
ど
と
安
易

に
考
え
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
な
ど
せ
ず
、
漫
然
と
本

件
施
設
を
運
営
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
過
失
の
態
様
は
悪
い
。⽜
と

し
た
。

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
の
期
待
可
能
性
に
つ
い
て
は
、⽛
①
の
点
に

つ
い
て
は
、
被
告
人
が
本
件
施
設
に
つ
い
て
消
防
法
令
上
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
を
設
置
す
る
義
務
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
本
件
施
設
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の
構
造
や
入
居
者
の
様
子
等
に
照
ら
せ
ば
、
火
災
に
な
っ
た
際
の
危
険

は
容
易
に
予
見
で
き
る
の
で
あ
り
、
被
告
人
が
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
を
設

置
し
な
か
っ
た
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
し
、

②
の
点
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
本
件
施
設
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
を
設

置
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
際
、
そ
の
見
積
り
を
依
頼
し
た
会
社
の
従
業

員
で
あ
る
Ｃ
が
被
告
人
に
対
し
、
費
用
が
か
か
る
も
の
の
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
の
設
置
は
可
能
で
あ
る
旨
説
明
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
、
弁
護
人

の
主
張
は
そ
の
前
提
を
欠
く
も
の
で
あ
る
。⽜
と
し
た
。

夜
間
勤
務
職
員
を
増
員
す
る
期
待
可
能
性
に
つ
い
て
は
、⽛
本
件
施

設
と
弁
護
人
が
指
摘
す
る
近
隣
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
、
施
設
の
物
理

的
構
造
や
火
災
発
生
時
の
延
焼
防
止
設
備
の
設
置
状
況
等
の
点
で
異
な

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
考
慮
せ
ず
に
職
員
数
の
み
を
比
較
し
て
も
ほ

と
ん
ど
意
味
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
弁
護
人
の
主
張
は

採
用
で
き
な
い
。⽜
と
し
た
。

夜
間
勤
務
の
職
員
の
寄
与
に
つ
い
て
は
、⽛
し
か
し
、
Ｂ
は
、
火
災
の

発
生
を
知
っ
た
時
に
は
火
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
消
火
活
動
は
せ
ず
、

入
居
者
の
救
助
を
し
た
旨
述
べ
て
い
る
。
そ
の
供
述
内
容
に
は
不
自
然

な
点
は
な
く
、
供
述
態
度
も
真
摯
で
あ
り
、
Ｂ
の
供
述
は
信
用
で
き
る

…
…
。
そ
し
て
、
Ｂ
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
火
災
発
見
時
に
は
既
に
火
が

大
き
く
、
Ｂ
が
消
火
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
認
め

ら
れ
る
か
ら
、
弁
護
人
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。⽜
と
し
た
。

【
評
釈
】

一

本
件
は
、
平
成
二
五
年
二
月
八
日
に
長
崎
県
長
崎
市
で
発
生
し
た

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
⽛
ベ
ル
ハ
ウ
ス
東
山
手
⽜
火
災
事
件
判
決
で
あ
る
。

入
居
型
介
護
施
設
い
わ
ゆ
る
老
人
ホ
ー
ム
や
、
認
知
症
高
齢
者
を
入
居

さ
せ
集
団
生
活
を
営
む
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
夜
間
に
火
災
が
発
生
し
て

入
居
の
高
齢
者
が
多
数
死
傷
す
る
事
故
は
、
本
件
の
ほ
か
、
平
成
一
八

年
一
月
八
日
に
発
生
し
て
七
人
が
死
亡
し
三
名
が
負
傷
し
た
長
崎
県
大

村
市
⽛
や
す
ら
ぎ
の
里
さ
く
ら
館
⽜
火
災
事
件
（
3
）、
平
成
二
一
年
三
月
一

九
日
に
発
生
し
て
一
〇
名
が
死
亡
し
た
群
馬
県
渋
川
市
⽛
静
養
ホ
ー
ム

た
ま
ゆ
ら
⽜
本
館
火
災
事
件
、
平
成
二
二
年
三
月
一
三
日
に
発
生
し
て

七
名
が
死
亡
し
た
北
海
道
札
幌
市
⽛
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
み
ら
い
と
ん
で

ん
⽜
火
災
事
件
（
4
）な
ど
、
近
年
頻
発
し
て
い
る
。
高
齢
者
社
会
の
到
来
と

と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
者
入
居
施
設
は
増
加
し
つ
つ
あ
る
が
、
消

防
法
上
の
規
制
を
回
避
す
る
た
め
に
延
床
面
積
を
抑
え
る
べ
く
不
適
切

な
設
計
が
な
さ
れ
た
り
、
防
火
設
備
や
夜
間
当
直
職
員
の
配
置
等
が
不

十
分
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
も
見
ら
れ
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
施
設
に

お
け
る
火
災
発
生
の
際
に
、
極
め
て
多
数
の
死
傷
者
を
発
生
さ
せ
る
一

因
と
な
っ
て
い
る
。
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二

本
件
に
つ
い
て
は
、
主
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
の
期
待
可
能
性

が
被
告
人
に
あ
っ
た
か
を
巡
っ
て
争
わ
れ
た
。
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
な
ど
、
火
災
発
生
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
者

が
多
く
入
所
す
る
小
規
模
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

設
備
の
設
置
は
、
か
つ
て
は
延
面
積
一
、〇
〇
〇
㎡
以
上
の
施
設
の
み

に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
上
掲
⽛
や
す
ら
ぎ
の
里
さ
く
ら

館
⽜
火
災
事
件
を
契
機
と
し
て
、
消
防
法
施
行
令
が
改
正
（
平
成
一
九

年
政
令
第
一
七
九
号
、
平
成
一
九
年
六
月
公
布
、
平
成
二
一
年
四
月
施

行
）
さ
れ
、
本
件
当
時
は
延
面
積
二
七
五
㎡
以
上
の
施
設
に
も
設
置
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
本
件
で
は
、四
階
建
て
の
本
件
施
設
の
建
物
の
う
ち
、グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
一
、
二
階
の
延
面
積
は
二
五
九
･

六
四
㎡
と
（
5
）、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
義
務
を
生
じ
る
二
七
五
㎡
に
至
っ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
三
階
の
一
室
に
居
住
し
本
件
火
災
に
よ
り

死
亡
し
た
Ｄ
（
当
時
八
二
歳
）
に
つ
い
て
、
被
告
人
は
当
初
は
Ｄ
を
介

護
し
て
い
な
い
と
県
警
に
供
述
し
、
Ｄ
は
別
の
施
設
の
訪
問
介
護
を
受

け
て
い
た
と
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
Ｄ
は
本
件
施
設
か
ら
食
事
の

提
供
を
受
け
た
り
、
本
件
施
設
の
風
呂
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
、
本
件

施
設
職
員
の
介
護
を
受
け
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
き
、
被
告
人
は
公
判
に

お
い
て
、Ｄ
を
加
え
る
と
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
定
員
を
超
過
す
る
た
め
、

追
及
を
避
け
よ
う
と
虚
偽
の
供
述
を
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
（
6
）。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
Ｄ
を
本
件
施
設
利
用
者
に
含
め
る
と
、
延
面
積
は
二
七

五
㎡
以
上
と
な
っ
て
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
義
務
を
生
じ
、
結
局
、
本

判
決
で
は
、
被
告
人
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
本
判
決
で
は
格
別
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
、
国
土
交
通
省
は
本
件
施
設
に
つ
き
、
建
築
基
準
法
に
違
反
す
る

増
床
、
防
火
扉
不
備
が
あ
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
7
）。

も
っ
と
も
、
本
件
の
よ
う
な
認
知
症
高
齢
者
向
け
施
設
に
お
け
る
防

災
設
備
の
刑
法
上
の
設
置
義
務
に
つ
き
、
従
来
の
判
例
は
、
そ
の
施
設

の
危
険
性
等
に
照
ら
し
て
そ
の
有
無
を
判
断
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
消

防
法
や
建
築
基
準
法
な
ど
の
行
政
法
上
の
設
置
義
務
の
有
無
の
み
を
参

照
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、⽛
静
養
ホ
ー
ム
た
ま
ゆ
ら
⽜
本

館
火
災
事
件
に
関
す
る
前
橋
地
判
平
成
二
五
年
一
月
一
八
日
判
タ
一
四

一
二
号
三
五
六
頁
で
は
、⽛
消
防
法
八
条
一
項
は
、
多
数
の
者
が
利
用
す

る
一
定
の
施
設
の
管
理
権
原
者
に
対
し
、
防
火
管
理
者
を
定
め
て
、
防

火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
な
わ
せ
る
義
務
を
課
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
対
象
と
な
る
施
設
の
事
業
主
は
利
用
者
に
対
し
て
防
火
管
理
上
の

一
般
的
な
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
当

該
施
設
の
管
理
権
限
者
が
防
火
管
理
者
を
通
じ
て
果
た
す
べ
き
具
体
的

な
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
火
災
当
時
の
甲
本
館
に
つ
い
て

北研 54 (1・72) 72

判 例 研 究

北研 54 (1・73) 73

〈刑事判例研究〉



は
、
そ
れ
が
有
料
老
人
ホ
ー
ム
又
は
寄
宿
舎
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
収

容
人
員
の
関
係
で
同
条
一
項
の
適
用
は
な
か
っ
た
（
消
防
法
施
行
令
一

条
の
二
第
三
項
一
号
に
よ
り
前
者
は
三
〇
人
以
上
、
後
者
は
五
〇
人
以

上
が
適
用
対
象
と
な
る
。
平
成
二
一
年
四
月
一
日
以
降
は
前
者
に
つ
き

一
〇
人
以
上
と
な
っ
た
。）。
し
か
し
、
消
防
法
八
条
一
項
の
基
礎
に
あ

る
考
え
方
に
照
ら
す
と
、
相
当
数
の
入
居
者
を
収
容
し
て
い
る
甲
本
館

に
つ
い
て
も
、
そ
の
事
業
主
に
入
居
者
に
対
す
る
防
火
管
理
上
の
注
意

義
務
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。⽜
と
し
て
、⽛
静
養
ホ
ー
ム
た
ま

ゆ
ら
⽜
理
事
長
の
防
火
管
理
上
の
注
意
義
務
を
認
め
た
う
え
で
、
入
居

者
の
各
個
室
に
煙
感
知
式
住
宅
用
火
災
警
報
器
（
無
線
式
親
器
・
子
器

セ
ッ
ト
）
の
子
器
を
、
宿
直
室
に
そ
の
親
器
を
設
置
す
る
義
務
が
理
事

長
ら
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、⽛
消
防
法
施
行
令
五
条
の
六
は
警
報
音

を
発
す
る
だ
け
の
単
体
の
住
宅
用
防
災
警
報
器
を
許
容
し
て
い
る
が
、

…
…
本
館
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
、
個
室
数
、
宿
直
員
の
配
置
に
照

ら
し
、
単
体
の
警
報
器
で
は
不
十
分
で
あ
る
。⽜
と
し
て
、
消
防
法
と
は

別
個
に
刑
法
上
の
設
置
義
務
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
照
ら
せ
ば
、

本
件
施
設
に
つ
い
て
も
、
仮
に
延
面
積
に
三
階
部
分
が
含
ま
れ
ず
、
二

七
五
㎡
未
満
で
あ
る
と
し
て
消
防
法
上
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
義
務

が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
刑
法
上
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
義
務
が

被
告
人
に
つ
い
て
肯
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
か
と
思
わ

れ
る
。

な
お
、
本
件
を
契
機
と
し
て
、
消
防
法
施
行
令
が
改
正
（
平
成
二
六

年
政
令
第
三
三
三
号
、
平
成
二
六
年
一
〇
月
公
布
、
平
成
二
七
年
四
月

施
行
）
さ
れ
、
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設

置
は
、
原
則
と
し
て
延
面
積
に
関
わ
ら
ず
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

二

本
件
に
つ
い
て
は
、
火
災
当
時
一
名
で
あ
っ
た
夜
間
勤
務
の
職
員

を
増
員
す
る
義
務
が
被
告
人
に
あ
っ
た
か
を
巡
っ
て
も
争
わ
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
高
齢
者
向
け
施
設
で
の
夜
勤
一
名
で
の
火
災
に
つ
い
て
、
火

災
発
生
防
止
の
た
め
に
夜
勤
二
名
体
制
が
必
要
か
が
争
わ
れ
た
事
件
は

近
年
散
見
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
二
名
以
上
の
配
置
の
必
要
性
を
認
め

て
い
る
。

前
掲
前
橋
地
判
平
成
二
五
年
一
月
一
八
日
は
、
夜
間
当
直
職
員
二
名

以
上
の
配
置
の
要
否
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、⽛
歩
行
が
不
可
能
な
者
を

含
む
入
居
者
の
避
難
誘
導
作
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
夜
間
当
直
職
員

を
二
人
配
置
し
て
い
れ
ば
、
本
件
被
害
者
九
名
の
う
ち
、
…
…
三
名
に

つ
い
て
は
、
職
員
の
措
置
に
よ
り
確
実
に
避
難
さ
せ
て
死
亡
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
。
…
…
そ
の
ほ
か
の
六
名
…
…
に
つ

い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
う
ち
二
名
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
措
置
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に
よ
り
確
実
に
避
難
さ
せ
て
死
亡
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め

ら
れ
る
。
…
…
上
記
六
名
中
、
こ
の
二
名
以
外
の
四
名
に
つ
い
て
は
、

確
実
に
避
難
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
…
…
職
員

を
三
人
配
置
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
被
害
者
を
避
難
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
…
…
三
人
ま
で
配
置
す
べ
き
注
意
義
務

は
認
め
ら
れ
な
い
。
…
…
職
員
一
人
で
は
、
例
え
ば
、
車
椅
子
に
乗
り

移
ら
せ
て
暗
い
中
を
移
動
す
る
作
業
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
に
防
火
管
理
上
、
貧
弱
な

構
造
、
設
備
の
も
と
で
、
一
人
の
職
員
で
一
六
名
と
い
う
数
の
入
居
者

を
安
全
確
実
に
避
難
さ
せ
る
こ
と
は
相
当
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
に
は
、
た
ま
ゆ
ら
本
館
の
夜
間
当
直
職
員

を
増
員
し
て
、
常
時
少
な
く
と
も
二
人
を
配
置
す
べ
き
刑
法
上
の
注
意

義
務
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
…
…
支
出
の
増
加
と
し
て
は
年
間
百

数
十
万
円
で
収
ま
る
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
は
た
ま
ゆ
ら
の
事
業
規
模
等

に
照
ら
し
履
行
不
可
能
と
は
い
え
な
い
し
、
運
営
を
継
続
す
る
以
上
、

そ
の
範
囲
の
支
出
を
し
て
も
、
職
員
の
増
員
は
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
三
人
の
職
員
の
配
置
が
望
ま
し
い
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
夜
間
当
直
職
員
の
数
に
つ
い
て
他
の
施
設
の
実
情
は
証

拠
上
明
ら
か
で
は
な
い
。
…
…
常
時
三
名
と
な
る
と
、
事
業
規
模
に
照

ら
し
、
給
与
捻
出
の
面
で
も
相
当
の
困
難
が
伴
う
と
認
め
ら
れ
る
。

…
…
三
人
の
職
員
を
配
置
す
べ
き
注
意
義
務
は
認
め
ら
れ
な
い
。⽜
と

し
た
。

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
⽛
み
ら
い
と
ん
で
ん
⽜
火
災
事
件
控
訴
審
判
決
で

あ
る
札
幌
高
判
平
成
二
九
年
七
月
二
七
日
（
判
例
集
未
登
載
）
は
、
介

護
福
祉
士
一
名
の
み
が
夜
勤
に
当
た
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、⽛
人
件
費
の

増
加
を
考
慮
し
て
も
夜
勤
を
二
名
体
制
と
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
。⽜
と
し
て
、⽛
み
ら
い
と
ん
で
ん
⽜
理
事
長
に
つ
き
、

夜
勤
職
員
二
名
を
配
置
す
べ
き
注
意
義
務
を
認
め
た
。

以
上
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
者
向
け
施
設
で
は
、
規
模
や

設
備
に
も
よ
る
が
、
原
則
と
し
て
夜
勤
は
二
名
体
制
が
要
求
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。⽛
静
養
ホ
ー
ム
た
ま
ゆ
ら
⽜
本
館
は
、
木
造
平
屋
建
て
で

床
面
積
は
合
計
約
三
六
二
･九
〇
㎡
、
入
居
者
用
個
室
一
六
室
と
、
本
件

施
設
よ
り
規
模
が
大
き
く
入
居
者
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、⽛
み
ら
い

と
ん
で
ん
⽜
は
木
造
亜
鉛
メ
ッ
キ
鋼
板
葺
二
階
建
、
床
面
積
は
合
計
二

四
八
･四
三
㎡
、
入
居
者
九
名
と
、
本
件
施
設
よ
り
小
規
模
で
あ
っ
た
か

ら
、
本
件
施
設
の
規
模
で
夜
勤
一
名
体
制
が
妥
当
す
る
と
は
到
底
言
い

が
た
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の
施
設
が
認
知
症
を
患
う
高
齢
要
介
護

者
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
火
災
に
よ
る
入
居

者
の
死
亡
の
危
険
性
は
極
め
て
高
か
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
夜
勤

職
員
が
仮
眠
、
休
憩
す
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
や
は
り
本
件
施
設
で
は
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夜
勤
二
名
体
制
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
総
務
省
消
防
庁
⽛
長
崎
市
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
火
災
の

概
要
⽜（
http://w
w
w
.fdm
a.go.jp/neuter/about/shingi_

kento/h25/shougai-kasaitaisaku/01/shiryo4.pdf）
参
照
。

（
2
）
な
お
、
本
件
出
火
は
、
リ
コ
ー
ル
対
象
で
回
収
が
進
め
ら
れ
て
い
た

加
湿
器
か
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
読
売
新
聞
二
〇
一
四
年
二
月
三

日
西
部
朝
刊
三
八
頁
、
読
売
新
聞
二
〇
一
八
年
二
月
二
日
西
部
朝
刊
二

七
頁
参
照
。

（
3
）
日
本
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
学
会
⽛
大
村
市
の
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
の
火
災
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
と
今
後
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の

防
火
対
策
へ
の
提
言
⽜（
http://w
w
w
.gh-gakkai.com
/opinion_

pdf/060529.pdf）
五
頁
参
照
。

（
4
）
本
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
⽛
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事
業
所
の
火
災
に
よ
り
七
名
が
死
亡
し
た
事
故
に
関
し
、
同
事
業
所
運

営
会
社
代
表
取
締
役
の
防
火
管
理
業
務
上
の
過
失
が
争
わ
れ
た
場
合
に

つ
い
て
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
業
務
上
過
失
致
死
罪

の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
札
幌
高
判
平
成
二
九
年
七
月
二
七
日
（
判
例

集
未
登
載
））⽜
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
五
三
巻
三
号
（
二
〇
一
七
年
）

六
九
頁
参
照
。

（
5
）
上
掲
注
（
1
）
参
照
。

（
6
）
読
売
新
聞
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
五
日
西
部
朝
刊
二
九
頁
参
照
。

（
7
）
国
土
交
通
省
⽛
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
火
災
概
要
及
び

そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
（
資
料
八
）⽜（
http://w
w
w
.m
lit.go.jp/

com
m
on/000995316.pdf）
一
頁
参
照
。
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